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松飾り作り(飯島角松老)

寒
風
所
感

夏
の
終
り
に
マ
ッ
ク
ケ
発
生
の
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ

｢
今
年
は
キ
ノ
コ
の
当
り
年
か
も
-
｣
と
'
自
称
名

人
連
を
あ
わ
で
さ
せ
た
｡
秋
も
深
ま
る
に
つ
れ
､
キ

ノ
コ
ニ
ュ
ー
ス
は
一
段
と
賑
や
か
に
在
り
お
化
け
マ

ッ
ク
ケ
､
ジ
ャ
ン
ボ
コ
ウ
タ
ケ
の
話
題
が
新
聞
紙
上

に
載
っ
た
｡

名
人
連
は
山
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
が
独
白
の
｢
シ
ロ
｣

在
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
毎
年
そ
の
シ
ロ

で
マ
ッ
ク
ケ
や
シ
メ
ゾ
を
採
り
一
人
悦
に
入
る
｡
シ

ロ
で
目
指
す
キ
ノ
コ
を
発
見
し
た
時
の
満
足
感
と
興

奮
は
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
い
う
｡

し
か
し
､
最
近
の
自
然
食
指
向
と
や
ら
で
山
に
キ

ノ
コ
探
り
に
入
る
人
は
年
々
増
加
し
'
た
ま
　
-
　
自

分
一
人
の
シ
ロ
と
思
っ
て
い
た
の
が
､
い
つ
の
間
に

か
｢
共
同
農
場
｣
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
例
を
い
-
つ

か
聞
い
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
共
同
農
場
は
早
い
者
勝

ち
と
い
う
こ
と
に
な
り
､
マ
ツ
ダ
ケ
な
ど
は
ま
た
土

の
中
に
眠
っ
て
い
る
よ
う
を
も
の
ま
で
採
る
こ
と
に

な
る
｡
そ
こ
で
見
せ
て
も
ら
っ
た
マ
ッ
ク
ケ
は
小
指

の
先
ほ
ど
の
大
き
さ
で
､
そ
れ
は
一
本
と
呼
ぶ
よ
り

は
ま
さ
に
一
個
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
シ
ロ
モ
ノ

で
あ
っ
た
｡

キ
ノ
コ
探
り
の
自
慢
話
は
釣
り
人
の
　
｢
逃
が
し
た

魚
の
大
き
さ
｣
　
に
一
脈
相
通
ず
る
一
種
独
特
の
雰
囲

気
が
あ
る
｡
口
角
泡
を
飛
ば
し
身
ぶ
り
手
ぶ
り
で
語

る
そ
の
様
は
､
語
っ
て
い
る
ご
本
人
が
一
番
興
奮
し

て
い
て
､
聞
き
手
に
は
め
っ
た
な
事
で
は
口
を
差
し

は
さ
ま
せ
在
い
｡
そ
し
て
聞
き
手
が
､
ン
ロ
の
場
所
を

聞
い
た
と
し
で
も
絶
対
に
教
え
て
く
れ
る
心
配
は
な

い

｡

｢

な

に

を

こ

の

ド

シ

ロ

ウ

ト

め

が

-

｣

と

い

っ

た
白
い
目
で
見
ら
れ
る
の
が
オ
チ
で
あ
る
｡
そ
れ
は

そ
う
で
あ
ろ
う
｡
キ
ノ
コ
の
シ
ロ
は
そ
れ
が
例
え
親

兄
弟
で
あ
っ
て
も
教
え
を
い
と
い
わ
れ
て
い
る
-
ら

い
､
キ
ノ
コ
探
り
に
と
っ
て
｢
シ
ロ
｣
　
は
大
切
な
も

の
､
赤
の
他
人
に
教
え
る
訳
が
な
い
｡

キ
ノ
コ
の
季
節
も
去
り
冬
将
軍
を
迎
え
る
頃
に
な

り
､
今
秋
採
っ
て
塩
蔵
し
て
お
い
た
キ
ノ
コ
を
肴
に

地
酒
を
傾
け
る
と
思
い
は
す
で
に
来
る
年
の
キ
ノ
コ

に
は
ぜ
て
い
ろ
り
で
あ
る
｡
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右は｢+二大区一小区｣(大町)の戸籍日軟(明治
7年)毎日の出生･死亡を記入｡左は入籍･徐箱
簿(壬申戸籍･明治5年)
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部分･大町村と高根新田村の合併申付書(明治8年)

舵物悼ど山

市
町
村
制
と
居
住
地
呼
称
か
ら
み
た

大
町
の
移
り
変
わ
り

大
日
方

健

一
､
版
籍
奉
還
と
戸
籍
の
編
成

徳
川
二
六
〇
年
余
の
幕
藩
政
治
は
､
慶
応
三
年
一

〇
月
､
一
五
私
邸
欝
が
征
夷
大
将
軍
を
辞
し
て
政
権

を
朝
廷
に
返
上
､
同
四
年
一
二
月
､
王
政
復
古
の
大

号
令
を
う
け
て
､
明
治
と
改
元
(
描
)
さ
れ
た
｡

明
治
二
年
二
月
､
鹿
児
島
･
萩
な
ど
の
四
藩
主
が

版
籍
奉
還
を
上
表
し
た
の
を
皮
切
り
に
諸
藩
主
の
上

表
が
あ
い
つ
い
た
｡
松
本
蒲
主
､
戸
田
光
則
は
､
信

濃
各
沼
に
先
ん
じ
て
､
同
年
三
月
二
五
日
奉
還
鮎
薯

を
差
出
し
､
同
年
六
月
､
許
可
さ
れ
た
〔

新
政
府
の
政
治
組
織
法
で
あ
る
政
体
書
に
よ
っ
て

｢
天
下
ノ
権
力
給
テ
太
政
吾
に
帰
ス
｣
と
さ
れ
　
｢
府

蒲
県
三
治
の
制
｣
が
し
か
れ
た
｡
朝
廷
直
朝
餉
は
府

県
に
､
幕
府
領
は
､
薄
に
治
め
さ
せ
た
｡
戸
田
光
則

は
､
誰
の
長
官
に
任
せ
ら
れ
た
(
､
こ
の
長
宮
を
｢
知

満
席
｣
一
朝
畿
叛
加
韓
､
翫
_
r
g
点
)
と
呼
ん
だ
(
一

蒲
知
事
は
'
放
流
･
司
法
･
教
化
の
ほ
か
､
藩
兵

の
掌
握
に
あ
た
っ
た
｢
　
明
洛
四
年
四
月
､
戸
籍
法
が

施
行
さ
れ
た
が
､
こ
れ
に
先
だ
っ
て
'
松
本
沼
で
は

版
　
(
土
地
)
　
と
籍
(
人
民
)
　
の
調
査
が
行
わ
れ
た
｡

こ
れ
は
､
明
治
四
年
の
戸
籍
法
に
先
駈
け
て
の
版
籍

調
盃
で
あ
る
｡

松
本
藩
知
事
は
､
瑚
冶
元
年
一
一
月
∵
戸
籍
編
成

の
仕
法
を
示
し
た
｡
｢
人
民
御
保
全
永
世
産
業
を
安

ん
せ
し
め
ん
た
め
戸
籍
綿
製
破
仰
付
軍
法
｣
(
統
帥

読
売
‥
弓
と
い
う
文
書
に
よ
れ
は
(
.
+
居
座
･
年
寄
の

一
支
配
内
を
点
て
一
部
(
一
冊
)
と
し
､
そ
の
地
の
庄

屋
年
寄
が
是
を
掌
る
∩
二
は
.
支
配
内
の
五
人
組
ご
と
に
､

番
号
を
つ
け
る
(
.
I
L
q
出
生
､
死
亡
､
そ
の
他
出
入
り

の
あ
る
と
き
は
､
支
配
内
の
庄
屋
に
届
け
る
(
÷
T
l
産

業
､
田
'
畑
､
山
林
､
船
､
午
､
馬
等
を
証
人
す
る
(

命
廓
稼
人
や
雇
人
人
の
戸
籍
と
社
寺
籍
は
'
別
に
仕

法
を
示
し
た
｡
こ
れ
は
人
民
と
土
地
を
奉
還
す
る
た

め
の
戸
籍
作
り
で
､
大
町
村
は
､
四
八
番
の
親
番
号

が
付
さ
れ
た
.
戸
籍
作
り
注
､
三
年
以
上
も
か
か
り

よ
う
や
-
明
治
四
年
二
月
に
提
出
さ
れ
た
｡
こ
の
と

き
､
戸
籍
区
戸
長
'
副
戸
哀
別
が
し
か
れ
庄
屋
が
戸

長
､
組
頭
が
副
声
長
と
な
(
つ
た

-
)
-
L
:
I
-
'
･
ん

明
洛
五
年
に
香
り
､
再
編
成
さ
れ
た
戸
籍
を
壬
申

'
i
籍
一
一
到
璃
畠
中
嵩
め
)
と
よ
ん
で
い
る
｡

同
門
隼
七
月
､
松
本
藩
は
廃
藩
註
県
に
よ
っ
て
､

松
本
県
と
な
り
､
府
県
の
統
廃
合
で
､
そ
の
年
の
.

一
月
に
は
､
筑
摩
県
に
編
入
さ
れ
た
ー
∪
　
こ
の
た
め
'

同
五
年
二
月
､
先
述
の
壬
申
戸
籍
に
よ
っ
て
新
し
い

戸
籍
区
を
設
定
し
た
｡
別
表
の
よ
う
に
､
現
･
大
町

串
は
､
七
四
巨
(
常
縫
)
､
七
九
区
一
社
･
両
ノ
寺
)

八
〇
区
　
(
礼
)
'
八
三
区
　
(
大
町
)
､
八
四
匹
(
高

根
新
田
と
平
)
　
に
指
定
さ
れ
た
｡

こ
の
年
の
八
月
に
は
､
庄
屋
､
組
頭
が
廃
さ
れ
､

庄
屋
は
戸
長
､
組
頭
は
'
副
戸
長
と
改
称
さ
れ
た
｡

戸
蓑
は
､
戸
籍
法
で
新
し
く
作
ら
れ
た
小
区
の
長

と
し
､
小
区
の
村
々
に
副
戸
長
が
置
か
れ
た
｡
小
区

を
い
く
つ
か
一
緒
に
し
て
大
区
が
作
ら
れ
'
大
区
に

は
､
区
長
が
置
か
れ
た
｡

現
市
域
の
村
々
の
区
長
を
み
る
と
､
現
常
盤
に
相

当
す
る
第
一
〇
大
区
長
に
龍
伝
'
現
･
社
に
相
当
す

る
第
二
大
区
長
に
､
高
橋
平
一
､
現
･
大
町
と
平

に
相
当
す
る
一
二
大
区
長
に
伊
藤
重
一
郎
が
当
っ
た
｡

い
ず
れ
も
戸
長
を
兼
ね
て
お
り
､
龍
は
高
安
重
柳
村
､

高
橋
は
松
崎
村
'
伊
藤
は
大
町
村
の
戸
長
で
あ
っ
た
｡

戸
籍
法
の
制
定
に
よ
っ
て
､
幕
制
以
来
､
行
政
区

固
ま
た
け
､
自
治
体
と
し
て
存
続
し
て
き
た
町
村
は
､

戸
籍
事
務
の
た
め
に
設
け
た
行
政
区
(
戸
籍
行
政
区
)

に
縞
成
さ
れ
､
戸
長
､
副
戸
長
は
､
兵
事
･
文
部
･

替
寮
の
事
務
に
当
り
､
タ
テ
社
会
に
お
け
る
行
政
上

必
須
の
職
分
と
さ
れ
た
｡
大
町
村
と
高
根
新
田
村
は

一
小
区
(
い
ず
れ
も
第
一
二
人
区
)
　
で
組
立
し
て
い

た
両
村
は
､
明
冶
八
年
.
一
月
一
七
日
､
合
併
し
て
｢
大

町
村
｣
と
な
る
｡
合
併
の
理
由
は
後
述
す
る
が
､
筑

摩
県
は
こ
の
と
き
｢
旧
何
々
村
と
は
呼
称
さ
せ
ず
､

r
何
々
耕
地
』
と
記
載
｣
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
｡

た
め
に
　
｢
何
々
耕
地
｣
　
の
呼
称
は
､
長
く
慣
用
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
っ

さ
ら
に
､
九
年
八
月
､
長
野
､
筑
摩
両
県
の
合
併

が
成
っ
て
､
長
野
県
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
'
旧
長
野

県
側
を
｢
北
窮
伸
夫
区
｣
 
､
旧
筑
摩
県
側
を
｢
南
窮
同

大
区
｣
　
と
改
称
し
た
｡

こ
の
人
区
小
区
制
は
､
明
治
一
二
年
一
月
､
都
区

町
村
編
成
法
の
施
行
に
よ
っ
て
廃
止
と
な
る
∩
-

二
､
都
区
町
村
編
成
法
と
行
政
区

さ
き
に
述
べ
た
大
区
小
区
の
設
龍
は
､
当
時
行
政

単
位
と
し
て
は
余
り
に
も
狭
小
を
町
村
で
あ
っ
た
た

め
､
｢
旧
来
一
村
之
内
分
界
ヲ
立
郎
扱
来
候
神
々
之

儀
ハ
､
以
来
典
申
分
ヲ
廃
シ
合
併
.
致
之
一
村
卜
相

成
候
様
改
正
之
見
込
相
互
､
大
蔵
省
へ
可
伺
出
｣
　
と

し
て
､
町
村
合
併
を
雑
費
し
て
い
る
｡
大
町
村
は
､

こ
の
方
針
に
添
っ
て
高
根
新
田
村
と
合
併
し
た
の
で

あ
る
(
　
全
国
的
に
は
､
聞
流
し
年
か
ら
一
.
年
に
わ

た
る
四
年
間
に
全
国
的
に
合
併
が
行
わ
れ
'
筑
摩
県

下
で
は
大
町
を
は
じ
め
二
〇
の
新
町
村
が
誕
生
(
線

描
離
語
継
)
し
て
い
る
｡

催
縁
働
其
々
坪

田
閉
園

一
品
根
老
君

*
.
一
方
地
産
当

園
開
閉

信
泥
団
安
曇
新

大

　

町

　

村

高
根
新
田
村

石
二
ケ
村
合
併

大

　

町

　

村

古
村
々
合
併
申
仲
條
條
以
来
大
町
村
と
柵
暗
中
中

條
　
就
テ
ハ
従
前
各
村
役
場
二
者
之
候
諸
帳
簿
冊

等
毎
洩
取
締
候
士
更
二
改
称
之
村
名
二
相
致
営
賭

布
達
第
百
手
鏡
之
旨
二
照
準
､
ン
夫
々
整
理
中
致
候

尤
村
方
二
寄
即
時
議
簿
冊
台
帳
若
妻
候
義
も
候

ハ
､
常
分
之
内
向
耕
地
分
卜
記
載
置
候
儀
ハ
不
詳

候
條
嫌
々
厚
相
心
循
ム
小
後
一
層
親
睦
協
和
煽
以
御

趣
意
柄
遵
奉
可
致
　
此
旨
相
違
候
事

明
治
八
年
一
一
月
一
七
日

筑
　
摩
　
搬
固

(
大
町
両
役
所
'
大
別
役
場
支
い
=
)
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居住地呼称と大町の移り変り

幕末 �ｹ�h,ﾉ�i�ﾒ�明治5年6月戸籍区 冖韭�iD紿ﾈ靂ｹ��ﾅｧC｢�侘ｹ��ｾh*�.xﾗ9�ﾘｾh-b�遥合戸長勘別封t(18-22) 倡9*ﾉ�ｩ¥ｨ��){ﾈﾅ�ﾘy[宙諸��#僖竰�
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第12大区 �(抦ｾb�平村 (明8.2.17) 剳ｽ村 剔蜴囎ｽ 

池出細 佰ﾈ6ﾘ鮖�｢�第79匹 从s���ﾈｾb�6小匿 倩9�｢�洩繧�"��r��倆��｢���X鬨���

大 町 組 亶ｹgｹ�｢��ﾘﾚｨﾋI�｢�併69�｢�$�ﾅﾈ���｢�m咽ﾙ�｢�ｭ�6ﾙ>��｢�XhﾏXｶy�｢�鉙ﾞ��｢�第80区 ��c��ﾊ(餝�6小区 

樵 川 組 侘H��｢�蕗�Y�｢��8自gｹgｹ�｢�fﾘ耳自gｹm��｢�ｶX��鰓�窮74区 ��c���ﾈ,��9小区 ��ﾙMY�｢��$�r����#"��松川常盤 連合戸長役場 ��ﾙMY�｢���X鬨�ﾙMR�

主 ��[yzﾈ淙ﾋ2�1壬申戸籍(4-4) 剴�ﾌｹ��T8*�.r�1連合戸長役場廃止 ��*ﾉ�ｨﾘy[��9�囘�,�.h.倡9�xﾘy[��

-一一一行*-ヘ 茶�ふR��2日昭29.7.I 

2詣筏奉遇 (2-6) �(ﾕｩgｸﾊy�ﾙ'Rィﾓr��剿� (5-4-8-2) �(�9*ﾉ�ｩ�x,ﾈ��邊�3市区域の名称 
2筑唾県から長野県へ 茶#"ﾓB��｢大町､平､常盤､社の各町村 

な 変 �9G��ｸ�ﾊr�3筑摩県設置(松本県廃止)(4-ll) 剪ヲﾓｒ�978ｾh級)ｩ�ｩ�y�JBxｸ���/�G�+ZH+ｸ,ﾈｾh刺/�.�,�,J)�R�鬪8,h+x.薬�

(4--7) 滴ﾌｹ+r�偉ｹ��ﾒxﾔｲx�ｸ.bx抦ｾh,ﾉ+r��僮 (ll-7) 4郡役所開設 

逮 冰l_､一一〇_ 5区長 (中也を合T)せた大区の長) 剪��"ﾓ���X�ﾘxﾌｹ+yo��｢���ふ2��

鰭物情ど山

明
治
二
年
七
月
､
太
政
官
布
告
で
､
｢
都
区
町
村

編
成
法
｣
 
､
｢
庸
県
会
規
則
｣
並
び
に
｢
地
方
税
規
則
｣

が
公
布
さ
れ
､
つ
い
で
一
三
年
四
月
に
は
､
区
町
村

会
法
が
公
布
さ
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
前
三
者
を
三

新
法
あ
る
い
は
､
三
大
新
法
と
称
し
､
こ
れ
以
後
､

明
治
二
一
年
の
市
町
村
別
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
を
通

常
三
新
法
時
代
と
呼
ん
で
い
る
｡
こ
の
三
法
は
､
地

方
の
体
制
､
地
方
会
議
法
､
地
方
公
蹟
課
税
法
等
を

画
一
化
し
て
政
府
の
施
策
を
全
国
的
に
ゆ
き
お
た
ら

せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
､
地
方
自
治
を
重
視
し
な
が

ら
中
央
集
権
化
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
∩
:
し
か
も
'

単
を
る
欧
米
の
模
倣
で
は
な
-
日
本
的
民
俗
､
伝
統

な
ど
を
踏
ま
え
た
制
度
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
｡

三
法
の
基
幹
と
な
る
都
区
町
村
編
成
法
の
要
点
は
､

｢
第
二
大
区
小
区
ノ
重
複
ヲ
除
キ
以
テ
費
用
ヲ
筋

ス
､
第
二
､
郡
町
村
ノ
旧
二
復
シ
以
テ
民
俗
二
伸
ス

第
三
､
郡
長
の
職
住
ラ
重
ク
シ
以
テ
施
設
に
便
ス
｣

こ
と
を
主
旨
と
し
て
い
る
っ
す
な
わ
ち
'
大
区
小
区

ま
た
､
郡
に
は
､
郡
長
'
区
に
は
区
長
､
各
町
村

に
は
戸
長
を
各
一
人
ず
つ
澄
-
っ
町
村
の
場
合
は
'

数
町
村
に
一
名
を
置
-
こ
と
と
し
た
｡
こ
れ
に
よ
っ

て
へ
現
市
域
は
､
明
治
八
年
二
月
､
大
町
村
､
平
村
'

社
村
に
､
同
七
年
一
〇
月
常
盤
村
と
な
っ
た
｡

安
曇
郡
は
､
南
と
北
に
分
割
さ
れ
現
市
域
は
北
安

曇
部
下
に
入
っ
た
o
｢
聞
擁
.
:
偉
観
伯
読
霧
脱
謹
碕

講
塘
灘
議
巌
離
籍
蝿
ス
ル
モ
｣
と
い
う
太
政
官
達

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
郡
役
所
の
位
置
は
'
大
町

村
と
さ
れ
､
郡
内
一
七
町
村
､
八
､
八
二
四
戸
､
四

一
一
､
〇
六
六
人
を
管
下
に
治
め
た
の
で
あ
る
｡

郡
役
所
は
､
明
治
二
一
年
一
月
二
一
日
開
設
さ
れ

た
｡
｢
十
二
年
一
月
廿
一
日
二
北
安
曇
郡
郡
役
所
ヲ

当
大
町
二
設
置
シ
本
日
ヨ
リ
事
務
ラ
取
扱
ナ
リ
　
安

曇
郡
ヲ
ニ
ッ
二
分
ケ
北
南
卜
鴫
へ
元
十
大
区
松
川
村

葡
盤
村
九
十
六
区
不
残
､
元
十
二
天
区
不
残
ナ
リ

一
月
廿
一
ヨ
リ
大
小
区
ヲ
廃
止
　
竹
村
卜
鴫
へ
可
中

華
ナ
リ
｣
(
語
調
欄
舘
氏
)

･

主

J

B

　

十

二

.

l

･

去

り

一

ノ

､
.
莱
.
､
.
+
.
I

石
･
.
迫
河
毛
き
居
･
乙
宿
持
上

エ
b
r

一
日
同
調
.

制
を
廃
し
て
郡
町
村
制
を
復
活
し
た
の
で
あ
る
(
二
｣

机
に
よ
っ
て
町
村
は
､
行
政
区
画
で
あ
る
と
同
時
に

自
主
視
立
の
団
体
と
し
て
の
地
位
が
再
確
認
さ
れ
､

府
県
と
町
村
と
の
間
に
郡
を
複
話
し
て
､
郡
長
に
強

い
権
限
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
.

同
法
は
｣
ハ
条
か
ら
撮
る
簡
単
を
も
の
で
､
｢
地

方
ヲ
画
シ
テ
府
県
ノ
ト
'
都
区
町
村
｣
(
区
は
後
の
両
)

と
し
,
原
則
と
し
て
｢
那
町
村
ノ
区
域
名
称
ハ
終
テ

旧
二
依
ル
｣
が
､
｢
郡
ノ
広
域
広
潤
二
過
キ
施
政
二
不

便
ナ
ル
モ
ノ
ハ
.
郡
ラ
中
シ
テ
数
郡
｣
(
東
西
南
北
上

中
下
葉
郡
上
去
フ
カ
如
シ
)
と
す
る
､
と
い
う
も
の

で
あ
る
っ
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大町･平･社(-町二カ村)連合戸長役場発群地(現仁科町日脚)

昭明明朝江 和語浮..(午 倬��

二二九初時 ��2�
九∴年期仕 亶ｲ�Z｢�
年年八九mT/I 月 産再三-_で年ま冶 八で初 で合で二Il〉 

〉年ー 

掴轟綱 ���墲�nr�,ﾂ�
町安部郁豊 前電子1.那 侘B�-��

大那二 ;;::: g8六小六 兩ｲ�

88実実需 
○詔印可 請地村村 

輿tTI大夫 

謹告謹諾 
付 礼 

例暗部移長流松大船 
と現八二印行好標本阿木 
し代村後味駄県親雅 
た訓へ時と 

代 

瑚
冶
一
七
年
五
月
七
日
､
内
務
省
は
､
｢
戸
長
役

場
諸
坪
ハ
区
町
村
蹄
ラ
以
テ
支
弁
｣
　
の
通
達
を
出
し

た
｡
そ
の
第
一
に
､
戸
長
役
場
の
所
管
区
域
は
､
県

令
が
適
宜
1
J
t
J
め
る
が
｢
一
町
村
凡
ソ
五
百
戸
以
上
ノ

者
ハ
聯
合
セ
ズ
シ
テ
戸
長
一
員
ヲ
置
ク
へ
シ
､
典
五

百
以
下
ノ
町
村
ハ
便
宜
聯
合
ス
ル
ラ
得
ル
モ
､
合
五

百
戸
川
十
五
町
村
二
及
フ
ヘ
カ
ラ
ス
　
但
其
概
率
二

由
り
難
キ
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
状
ヲ
具
シ
テ
何
部
ツ
ヘ

シ
｣
と
概
ね
の
運
合
戸
長
役
場
の
目
安
を
示
し
た
｡

こ
の
目
安
を
基
礎
と
し
て
､
大
町
'
平
､
社
の
一

町
二
か
村
は
､
｢
運
合
戸
長
役
場
｣
を
大
町
に
設
け
､

初
代
戸
長
に
高
橋
平
兵
衛
が
逝
任
さ
れ
た
｡

三
､
市
町
村
制
の
発
布
か
ら
今
日
ま
で

｢
四
月
迄
ハ
大
町
､
社
村
､
平
村
役
場
ハ
大
町
外

ニ
ケ
村
戸
長
役
場
卜
称
へ
当
大
町
二
有
之
　
五
月
二

至
り
町
村
制
二
依
り
各
引
分
ケ
タ
リ
　
大
町
々
長
浅

野
九
郎
五
郎
　
明
治
廿
二
年
五
月
二
十
八
日
就
職
セ

リ
｣
(
詔
剥
胴
能
代
)
と
あ
り
'
明
治
二
二
年
四
月

一
口
か
ら
の
市
町
村
別
時
代
｢
大
町
｣
　
に
移
行
す
る
｡

こ
の
間
'
明
治
一
五
年
一
月
､
大
町
村
は
､
そ
の

呼
称
を
単
に
　
｢
大
町
｣
　
と
し
た
い
旨
を
申
出
､
三
月

一
五
日
願
い
通
り
聞
届
け
ら
れ
た
.
)

居
住
地
呼
称
の
変
遷

印
材
名
称
変
更
顧

北
安
曇
郡
大
別
村

巧
大
町
之
発
ハ
戸
敦
八
百
零
度
櫛
比
上
中
ノ
八
九

ハ
商
業
二
徒
事
候
モ
ノ
ニ
テ
諸
国
商
法
取
引
往
復
ノ

文
書
モ
従
来
単
二
大
町
卜
称
､
ン
健
二
上
進
之
公
文
二

村
ノ
字
ヲ
加
へ
候
ノ
ミ
ニ
テ
普
通
称
呼
卜
上
中
公
文

卜
同
一
ナ
ラ
サ
レ
ハ
後
釆
事
実
支
吾
ス
ル
ノ
杷
憂
ヲ

免
レ
ス
　
依
之
普
通
ノ
称
呼
二
随
と
単
二
大
町
卜
称

シ
度
　
右
之
車
幅
御
譲
察
願
意
御
採
納
被
一
班
下
度

此
段
車
軸
上
條
也
　
　
古
村

惣
代
　
伊
藤
勝
次
郎
　
⑪

伊
東
浦
四
郎
　
@

平
林
歓
次
郎
　
㊥

伊
鰊
重
石
衝
門
⑯

伊
藤
　
庸
二
　
⑩

長
野
県
令
大
野
誠
殿
　
戸
長

栗
林
幸
一
郎
　
①

前
書
之
通
相
違
無
之

奥
印
仕
候
也

明
治
十
五
年
一
月
一
五
日

北
安
恕
郡
長
窪
田
時
夫
圃

棚
卸
二
九
年
上
月
､
町
村
合

併
促
進
法
に
よ
っ
て
大
町
､

平
､
社
､
賞
隷
皿
が
合
併
､
今

日
の
大
町
市
を
誕
生
さ
せ
た

の
で
あ
る
｡
合
併
の
推
進
力

と
な
り
起
爆
剤
と
も
な
っ
た

の
は
､
ほ
か
な
ら
ぬ
当
時
の

青
年
団
の
若
い
惰
熱
で
あ
っ

た
｡
合
併
成
っ
た
昭
利
二
九

年
の
秋
､
大
町
の
青
年
団
は
､

合
併
功
労
と
し
て
内
閣
総
理

大
臣
賞
を
受
賞
し
て
い
る
｡

中
天
第
百
〇
十
戒
(
何
れ
も
朱
書
)

頼
之
趣
聞
屈
候
事

叩
冶
上
五
年
三
日
十
五
日

長
野
県
令
　
大
野
　
救
国

遵
合
戸
長
役
場
は
､
一
八
年
三
月
二
日
､
大
町
八

日
町
(
現
仁
科
町
)
杉
本
忠
一
宅
ヲ
仮
事
務
所
と
し

て
出
発
し
た
｡
そ
の
後
新
庁
舎
は
､
明
治
二
〇
年
八

月
､
東
町
(
旧
市
役
所
跡
)
　
に
新
築
し
､
向
二
二
年

の
五
月
､
市
町
村
別
に
移
る
ま
で
'
一
町
二
か
村
の

役
場
事
務
が
執
り
行
お
れ
た
の
で
あ
る
｡

苗
町
村
制
は
､
明
冶
二
一
年
四
月
二
五
日
､
公
布

さ
れ
､
諾
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
､
部
下

で
は
､
千
国
村
と
中
小
谷
村
が
合
併
し
て
南
小
谷
村

と
在
っ
た
ほ
か
は
'
旧
町
村
の
区
域
を
も
っ
て
'
一

町
一
六
か
村
が
発
足
.
戸
長
役
場
の
名
を
廃
し
､
そ

れ
ぞ
れ
各
村
こ
と
に
町
村
役
場
が
置
か
れ
た
｡

官
選
の
戸
長
･
畢
生
(
弱
輩
華
語
末
だ
.
)
を

廃
し
､
町
村
会
の
選
挙
に
よ
る
名
誉
職
の
町
村
長
､

助
役
及
び
有
給
の
収
入
役
､
書
記
が
選
ば
れ
た
｡
議

会
も
開
設
さ
れ
'
公
選
議
員
が
選
ば
れ
た
｡
大
町
の

は
あ
い
､
明
冶
二
二
年
四
月
二
〇
日
選
挙
会
で
一
二

負
(
一
散
と
二
級
の
議
員
名
六
名
)
　
の
町
会
議
員
が

誕
生
し
た
｡

明
治
一
二
年
発
足
し
た
都
制
に
よ
る
郡
役
所
は
､

県
の
下
に
お
か
れ
､
町
村
制
を
統
轄
す
る
た
め
'
官

選
の
郡
長
が
置
か
れ
た
ー
∪
都
区
町
村
編
成
法
(
明
日

･
7
)
が
施
行
さ
れ
､
は
じ
め
て
郡
は
､
中
級
自
治

体
と
な
り
､
課
税
権
を
も
た
を
か
っ
た
も
の
の
'
部

会
と
郡
参
事
会
が
設
け
ら
れ
て
い
た
し
部
会
は
､
議

員
の
三
分
の
一
を
地
価
一
万
円
以
上
の
大
地
主
よ
り

互
選
し
'
残
り
を
町
村
会
か
ら
選
挙
し
た
｡
そ
の
後

多
少
の
変
更
は
あ
っ
た
が
､
都
制
自
体
'
ド
イ
ツ
統

一
の
核
心
を
な
し
た
フ
ロ
シ
ア
の
地
方
制
度
を
機
械

的
に
模
倣
し
た
一
面
が
あ
り
､
郡
長
を
官
僚
閥
の
地

方
基
盤
に
利
用
し
て
い
る
な
ど
の
欠
点
が
あ
っ
た
｡

こ
の
た
め
､
行
政
の
簡
素
化
と
い
う
名
目
で
大
正
一

二
年
廃
止
さ
れ
た
｡
今
に
い
う
行
政
改
革
で
あ
る
｡

｢
大
正
一
二
年
三
月
廿
六
日
都
制
廃
止
ノ
為
メ
　
(
≡

月
を
以
テ
終
ル
)
部
会
議
員
功
労
者
二
対
､
ン
表
彰
式

ヲ
小
字
校
二
於
テ
挙
行
モ
ラ
ル
｣
(
詐
甲
羅
舘
氏
)

と
あ
り
､
三
年
間
の
残
務
整
理
を
経
て
､
大
正
一
五

年
六
旦
二
〇
日
を
以
て
全
廃
さ
れ
た
｡
時
代
は
市
町

村
制
時
代
に
入
る
｡

そ
し
て
市
町
村
別
施
行
い
ら
い
数
え
て
六
五
年
目

ま
た
､
関
係
町
村
は
､
事
前
に
住
比
投
票
に
よ
っ

て
合
併
の
質
否
を
問
い
､
圧
倒
的
な
支
持
を
得
て
市

制
を
発
足
さ
せ
た
当
時
の
理
事
者
の
英
軍
を
行
政
姿

勢
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡

一
大
町
市
誌
編
纂
室
長
)

博
物
館
だ
よ
り

創
元
展
終
了

日
日
1
9
日
-
2
5
日
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
創

元
会
長
師
友
都
度
は
力
作
4
0
点
が
展
示
さ
れ
､
好
評

裏
に
終
了
し
ま
し
た
｡
こ
れ
で
今
年
の
椀
欝
､
共
催

企
画
展
は
全
て
終
了
に
在
り
ま
し
た
｡

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

金
五
千
円
　
ラ
-
チ
ョ
ウ
保
護
事
業
の
た
め

東
京
都
練
馬
区
　
岡
村
正
子
殿

お
知
ら
せ

･
こ
と
わ
ざ
歳
時
記
称
は
紙
面
の
都
合
に
よ
り
次
号

に
掲
鼓
し
ま
す
｡
(
編
集
部
)

山

と

博

物

館

　

第

　

綿

　

巻

　

第

_

 

2

　

号

一
九
八
三
年
十
二
月
二
十
五
円
発
行

発
行
所
　
長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
の
〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

蝕

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
俵
町

大

糸

タ

　

イ

　

ム

　

ス

　

印

　

刷

　

郎

定
　
価
　
年
額
二
二
〇
〇
円
(
選
科
共
)
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
座
番
号
(
長
野
四
-
一
三
二
九
三
)


